
  

一 

公
職
の
選
挙
に
係
る
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
よ
る
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
に
記
載
さ
れ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
措
置

に
関
す
る
法
律
（
案
） 

１ 

政
府
は
、
情
報
化
社
会
の
一
層
の
進
展
に
鑑
み
、
選
挙
運
動
の
効
率
化
及
び
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
文
書
図
画

の
掲
示
に
関
す
る
選
挙
の
管
理
を
行
う
機
関
の
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

公
職
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
公
職
を
い
う
。
）
の
選
挙
に
係
る
選
挙
運
動
の

た
め
に
使
用
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
に
記
載
さ
れ
る
情
報
が
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
設
置
さ
れ
る
通
信
端
末
機
器
（
入
出
力
装

置
を
含
む
。
）
の
映
像
面
等
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
場
等
に
お
け
る
当
該
ポ
ス
タ

ー
の
掲
示
に
代
え
る
こ
と
と
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
、
こ
の
た
め
に
講
ぜ
ら
れ
る
べ
き
技
術
上
及
び
制
度
上

の
措
置
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
、
費
用
に
対
す
る
効
果
の
程
度
の
観
点
を
踏
ま
え
つ
つ
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
検
討
の
結
果
が
公
表
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
所
要
の
法
制
上
の
措
置
そ

の
他
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 



 

二 

 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



  

三 

理 

由 
選
挙
運
動
の
効
率
化
等
を
図
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
公
職
の
選
挙
に
係
る
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
よ
る
選
挙
運
動
用
ポ

ス
タ
ー
に
記
載
さ
れ
る
情
報
の
提
供
方
法
に
関
す
る
検
討
等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。 


